
公益法人の寄附金税制について 

平成26年６月26日 

内閣府 

公益法人行政担当室 



公益法人の寄附税制の考え方 

「抜本的な税制改革に向けた基本的考え方」（抜粋）（平成19 年11 月政府税制調査会） 

 

 社会の活力は人々が自発的に社会参画することで生まれる。社会の多様化が進み、様々な社会のニーズに柔軟

に対応していくことが求められている中、行政部門だけでなく、民間による公益活動がその役割を担うことは、

今後の我が国の社会の活力を引き出すためにも望ましい。「民間が担う公益活動」への支援の重要性を踏まえ、

公益法人制度改革に対応した税制の整備や寄附金税制の改革を行っていく必要がある。 

（中略） 

４．公益法人税制 

 我が国の社会を活力あるものとしていくために、行政部門だけでなく「民間が担う公益」の重要性が今後ます

ます増大すると考えられる。現在、その担い手となる公益法人に係る制度改革が進められており、来年12 月か

ら新制度（いわゆる公益法人関連三法）が施行予定である。これに伴い、税制面でも、「民間が担う公益」を支

える制度の構築が求められている。 

 この点については、当調査会では、平成17 年６月に基礎問題小委員会・非営利法人課税ワーキンググループ

において「新たな非営利法人に関する課税及び寄附金税制についての基本的考え方」をまとめており、そこで示

された考え方に即して税制上の措置が講じられるべきであるが、改めて以下の点を指摘しておきたい。 

（中略） 

 第三に、民間が担う公益活動を資金面で支えるうえで寄附の役割は重要である。このため、特定公益増進法人

の中に公益社団法人・公益財団法人を位置付けることにより、寄附を行った個人・法人が寄附金控除等を受ける

ことができるようにするとともに、個人による現物の寄附に配慮するなど、寄附を行うための環境整備を進める

べきである。 

 なお、個人住民税における寄附金税制のあり方については、前述した方向性も踏まえ、検討を進めるべきであ

る。 
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①公益法人の認定件数の推移（内閣府、都道府県の合計値） ②税額控除の証明を受けた公益法人数の推移 

 税額控除の証明を受けた公益法人数は、平成２６年５月末時点で８２３法人となっている。 

税額控除対象法人数の推移                    
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